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             紀美野町第１回臨時会会議録 

             令和８年１月１６日（金曜日） 

――――――――――――――――――― 

○議事日程（第１号） 

 令和８年１月１６日（金）午前９時００分開議 

 第 １        会議録署名議員の指名 

 第 ２        会期決定の件 

 第 ３        諸般の報告 

 第 ４ 議案第 １号 令和７年度紀美野町一般会計補正予算（第５号）について 

 第 ５ 議案第 ２号 令和７年度紀美野町東部簡易水道事業会計補正予算（第３号） 

            について 

 第 ６ 議案第 ３号 令和７年度紀美野町西部簡易水道事業会計補正予算（第３号） 

            について 

 第 ７        議員派遣の件 

 第 ８        閉会中の継続調査の申し出について 

            （議会運営委員会） 

 

――――――――――――――――――― 

○会議に付した事件 

 日程第１から第８まで 

――――――――――――――――――― 

○議員定数 １２名 

――――――――――――――――――― 

○出席議員        議席番号  氏   名 

               １番 德 田 拓 嗣 

               ２番 中 原 和 也 

               ３番 桐 山 尚 己 

               ４番 藤 井 基 彰 

               ５番 上 柏 睆 亮 

               ６番 埴 谷 高 夫 



－２－ 

               ７番 美 野 勝 男 

               ９番 向井中 洋 二 

              １０番 伊 都 堅 仁 

              １１番 美 濃 良 和 

              １２番 七良浴   光 

――――――――――――――――――― 

○欠席議員 

              な  し 

――――――――――――――――――― 

○説明のため出席したもの 

             職   名   氏   名 

            町 長 小 川 裕 康 

            副 町 長 細 峪 康 則 

            総 務 課 長 曲 里 充 司 

            企画管財課長 髙 田 真 孝 

            子育て推進課長 黒 﨑 智 帆 

            水 道 課 長 長 生 正 信 

――――――――――――――――――― 

○欠席したもの 

             な  し 

――――――――――――――――――― 

○出席事務局職員 

            事 務 局 長 井戸向 朋 紀 

            事 務 局 書 記 西 本 貴 哉 
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 開 会 

○議長（七良浴 光）    皆さん、おはようございます。 

  ただいまから令和８年第１回紀美野町議会臨時会を開会します。 

（午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――― 

○議長（七良浴 光）    これから本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（七良浴 光）    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、９番、向井中洋

二議員、１０番、伊都堅仁議員を指名します。 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（七良浴 光）    日程第２、会期決定の件を議題とします。 

  議会運営委員長から、調査結果を報告願います。 

  向井中洋二委員長。 

（議会運営委員長 向井中洋二 登壇） 

○議会運営委員長（向井中洋二）    おはようございます。委員長報告をさせていた

だきます。 

  一昨日、議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果について報告をいたしま

す。 

  会期は本日１日限りとし、会期中の会議予定につきましてはお手元に配付しておりま

す会期日程表のとおりであります。 

  以上で報告を終わります。 

（議会運営委員長 向井中洋二 降壇） 

○議長（七良浴 光）    お諮りします。 

  本臨時会の会期は、ただいま報告のとおり、本日１日限りとしたいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（七良浴 光）    異議なしと認めます。 

  したがって、本臨時会の会期は、本日１日限りと決定しました。 
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◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（七良浴 光）    日程第３、諸般の報告を行います。 

  本臨時会に提出された案件は、お手元に配付のとおりです。 

  この際、町長から臨時会招集の挨拶の申出がありましたので、これを許します。 

  小川町長。 

（町長 小川裕康 登壇） 

○町長（小川裕康）    皆さんおはようございます。 

  それでは、議長のお許しをいただきましたので、開会に当たりまして一言御挨拶並び

に行政報告を申し上げます。 

  改めて、明けましておめでとうございます。皆さん、本年もどうぞよろしくお願い申

し上げます。 

  本日、令和８年第１回紀美野町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位には

新年早々何かと御多忙中にもかかわりませず、御出席を賜り開会の運びとなりましたこ

とに対し、心より厚く御礼を申し上げます。 

  昨年末から年始にかけまして多くの事業や行事を開催させていただきました。昨年の

１２月２１日には悪天候にもかかわらず、多くのボランティアの皆さんや関係者の皆さ

んに御協力いただき、第２０回ふれあいマラソン大会を無事に開催することができまし

た。ゲストランナーを交え、参加者や町民の方々が交流されるなど、大いに盛り上がっ

た大会となりました。 

  また、１２月２７日には年末警戒を行ってくれている消防団員を激励するために、七

良浴議長と共に全分団を回らせていただきました。地域の安全・安心を守るため、日夜

御尽力いただいている消防団員の皆様に対し、改めて感謝と激励の意をお伝えいたした

ところでございます。 

  年が明け、１月１１日には消防訓練初め式を挙行し、防災意識の高揚と団員同士の団

結力の向上を図ることができました。 

  同日午後には二十歳を祝う会を開催し、二十歳という人生の節目を迎えられた皆さん

を町を挙げてお祝いし、出席された皆さんの未来にエールを送りました。議員の皆様方

にはこれら全てに御臨席を賜りましたことに、この場をお借りいたしまして厚く御礼を

申し上げます。ありがとうございました。 

  さて、今臨時会に上程している案件は、議案第１号から議案第３号までの３件であり
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ます。令和７年度一般会計及び特別会計の補正予算に関する案件が３件であります。物

価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰の影響を受けている町民の

皆さんや事業者を支援するため、各種事業を速やかに実施してまいりたいと考えており

ます。 

  具体的には、食料品にも使用できる紀美野の商品券を全町民１人当たり１万５,００

０円を配布するとともに、子育て世代を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応

援する観点から、児童１人につき２万円の子育て応援手当を支給をいたします。 

  また、水道料金の基本料金を６か月間減免いたします。 

  そしてまた、新たな交通手段の確保に向けた調査業務に要する経費を盛り込むなど、

町民の皆さんに喜んでもらえるよう、きめ細やかな支援を行う内容となっております。

この後、担当課長より詳しく御説明申し上げますので、十分御審議の上、原案どおり御

可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、御挨拶並びに行政報告とさせてい

ただきます。 

  ありがとうございました。 

（町長 小川裕康 降壇） 

○議長（七良浴 光）    以上で、諸般の報告を終わります。 

◎日程第４ 議案第１号 令和７年度紀美野町一般会計補正予算（第５号）について 

○議長（七良浴 光）    日程第４、議案第１号、令和７年度紀美野町一般会計補正

予算（第５号）について、議題とします。 

  説明を求めます。 

  曲里総務課長。 

（総務課長 曲里充司 登壇） 

○総務課長（曲里充司）    おはようございます。 

  それでは、議案書の１ページをお開きください。 

  議案第１号、令和７年度紀美野町一般会計補正予算（第５号）。 

  令和７年度紀美野町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億４,６００万９,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０２億７,１６０万１,０００円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
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入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （繰越明許費の補正） 

  第２条、繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

  （債務負担行為の補正） 

  第３条、債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

                  令和８年１月１６日提出 紀美野町長 小川裕康 

  予算に関する説明書に沿って説明させていただきます。 

  お配りしてございます補正予算説明資料も併せて御覧いただきたく存じます。 

  それでは、予算に関する説明書の３ページをお開きください。 

  まず、歳入でございます。 

  １５款国庫支出金、２項１目総務費国庫補助金１億１,９２６万３,０００円の増額補

正で、物価高騰の影響を受けた住民、事業者を支援するため、町民の皆様お一人お一人

に食料品にも使える商品券１万５,０００円の配布や、水道料金基本料の令和８年３月

から８月までの６か月間の減免のうち、令和８年３月請求分の減免。それから、交通事

業者への支援として、新たな交通手段確保のための調査業務など、町民及び町内事業者

に対して、きめ細やかに支援を行うための物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の

補正でございます。 

  ２目民生費国庫補助金１,５３２万７,０００円の増額補正で、物価高の影響が長期化

し、特にその影響を強く受けている子育て世代を力強く支援し、こどもたちの健やかな

成長を応援する観点から、児童１人につき２万円の支給を行う物価高対応子育て応援手

当を支給するための物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金でございます。 

  １９款繰入金、１項１目財政調整基金繰入金１,１４１万９,０００円の増額補正で、

財政調整基金繰入金でございます。 

  以上、歳入の説明とさせていただきます。 

  続きまして、歳出の説明をさせていただきます。 

  予算に関する説明書の４ページをお開きください。 

  ２款総務費、１項８目自治振興費９９万円の増額補正で、１２節委託料で新たな地域

公共交通体系の整備に向けた調査業務委託料を計上してございます。 

  １３目物価高騰対応商品券配布事業１億２,３３６万７,０００円の増額補正で、３節

職員手当等で超過勤務手当２０万円の増額補正、１１節役務費で郵便料３１９万９,０



－７－ 

００円の増額補正。１２節委託料で、物価高騰の影響を受けた町民の皆様を支援するた

め、町民の皆様お一人お一人に食料品にも使える商品券１万５,０００円分を交付する

商品券取扱業務委託料１億１,９９６万８,０００円を計上してございます。 

  ３款民生費、２項８目物価高対応子育て応援手当支給事業費１,５３２万７,０００円

の増額補正で３節職員手当等で超過勤務手当１１万円の増額、１１節需用費で印刷製本

費５,０００円、１１節役務費で郵便料８万２,０００円の増額補正、１２節委託料で電

算システム改修委託料３３万円の増額補正、１８節負担金、補助及び交付金で物価高の

影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの

健やかな成長を応援する観点から、児童１人につき２万円を支給する物価高対応子育て

応援手当１,４８０万円を計上してございます。 

  ４款衛生費、１項４目環境衛生費６３２万５,０００円の増額補正で、１８節負担金、

補助及び交付金で令和８年２月使用分で、令和８年３月請求分の水道料金基本料の減免

のため、東部簡易水道事業会計補助金３１７万９,０００円、西部簡易水道事業会計補

助金３１４万６,０００円を計上してございます。 

  恐れ入りますが、議案書の４ページをお開きください。 

  第２表、繰越明許費補正でございます。 

  追加するものは、２款総務費、１項総務管理費、事業名が新たな地域公共交通体系の

整備に向けた調査事業、事業費が９９万円、それから物価高騰対応商品券配布事業、事

業費は１億２,３３６万７,０００円でございます。 

  第３表、債務負担行為補正でございます。 

  追加するものは、物価高騰対応水道料金減免事業で、期間は令和８年度、限度額は３,

１６２万５,０００円です。これは水道料金基本料の減免を令和８年３月請求分に引き

続き、令和８年４月分から令和８年８月請求分まで行うためのものでございます。 

  以上、議案第１号、令和７年度紀美野町一般会計補正予算（第５号）の説明とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

（総務課長 曲里充司 降壇） 

○議長（七良浴 光）    これから質疑を行います。 

  ６番、埴谷高夫議員。 

（６番 埴谷高夫 登壇） 

○６番（埴谷高夫）    若干、質疑を行います。 
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  まず、今の繰越明許ですけれども、９９万円と、１億何がしかの繰越明許ですけれど

も、公共交通の調査というのは、４月以降に繰り越してしまうということなんでしょう

か。どういうところに予定してますか。どういう調査方法を予定しているか、また、ど

ういうことを、調査方法ですね、相手に調査してもらうのかというようなことが分かっ

ておれば、お答え願いたいと思います。 

  それから、繰越しの１億２,３００万円ですけれども、これについても年度内に商品

券を発送して、そして、それで完了すると。換金の都合がありますから、遅れるのは仕

方ないにしても、それはどういうことで計画されているか、いつまでに商品券が配布さ

れて、各家庭に届くのかとか、それが届いたらすぐ使い始められるとは思うんですけれ

ども、それは期限が切ってあるのか、いつからいつまでというふうに期限を切っておら

れるのかっていうのをお伺いしたいと思います。 

  それから、商品券、結構です。町内で活用するのも町内の業者にとっていいわけです

けれども、一方、今までの商品券の使い方、町民の方に聞いてみますと、非常に使い勝

手が悪いという話も聞きます。というのは、生鮮食料品なんか買えない、買えないとい

うことはありませんけれども、コンビニでも今売ってますから、買えないことはないん

ですけれども、オークワとか、大工センター、何て言うか、ありますよね、そういうと

ころへ行って使うというわけにもいかないしというようなことは不満としてあります。 

  そこで、町としては生鮮食料品を、幾らかでもそれに使ってもらうと。お肉屋さんと

か、若干ありますけれども、移動販売している業者ありますよね、わかヤンとか、もう

一つ何やったかな、まあ、あと二、三社ありますよね、二、三社というか、個人か法人

か知りませんけれども、そういうのが町内で走ってます。それについて、やはり使える

ように、少なくともね、オークワへ行けないんだったら、その移動販売にも使えるよう

な方策をぜひとも取ってもらいたい。それをこちらから待ってるんじゃなしにね、応募

しますから、どうぞやってくださいっていうんじゃなしに、やっぱりこちらから積極的

に働きかけて、参加してくださいませんかというお願いをするべきだと私は思うんです

けれども、そこら辺を質疑いたします。 

（６番 埴谷高夫 降壇） 

○議長（七良浴 光）    髙田企画管財課長。 

（企画管財課長 髙田真孝 登壇） 

○企画管財課長（髙田真孝）    おはようございます。 
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  埴谷議員の御質疑にお答えさせていただきます。 

  私のほうからは、議案書の４ページ、繰越明許にかかる新たな地域公共交通体系の整

備に向けた調査事業９９万円についての繰越しと関連するスケジュールですかね、この

業務のスケジュール、それから内容について御説明させていただきます。 

  まず、今回の調査業務の目的ですが、紀美野町における望ましい地域公共交通体系の

整備に向けた方向性を探るため、関係各所との協議やデータ収集・分析を行い、新たな

地域公共交通体系の整備を検討するための調査研究を行うことを目的としております。 

  業務内容につきましては、町が保有するデータであったり、公表されているデータを

分析を行いまして、交通事業者にヒアリング調査を実施してまいります。 

  それから、町内関係部署でそれぞれ把握している交通に関する課題を洗い出して、そ

ういったものも、この洗い出す業務を調査の中にあります。 

  それから、住民アンケートの調査ということで、まずは、主に今現在タクシー券を交

付している方々に対してアンケート調査っていうのを実施して、現状の、どういうふう

に交通サービスを利用されてるかっていうことを調査してまいります。 

  それらを含めて、今後実証運行に対応するための検討、実証運行に向けた運行方針と

いうのを定めていくための調査というふうにしております。 

  スケジュールですが、大体夏頃までにはこの業務は終わりたいというふうに考えてお

りまして、アンケートが大体３月末ぐらいに実施していく予定です。それらを回収して

取りまとめていくっていうことになると、夏頃までには完了していきたいというふうに

考えております。 

  以上となります。 

（企画管財課長 髙田真孝 降壇） 

○議長（七良浴 光）    曲里総務課長。 

（総務課長 曲里充司 登壇） 

○総務課長（曲里充司）    まず、１点目の繰越明許費の補正についてでございます。 

  本日、補正予算可決いただいた後、まず商品券の取扱業者との委託の事務に取りかか

ってまいります。それと同時に２月の町広報及び町のホームページのほうで、今回も商

品券の取扱店舗の募集を行う予定にいたしております。 

  その後、取扱店舗の募集を締め切った上で、商業協同組合の加盟店プラスそれ以外の

募集いただいた店舗さんの商品券が使える一覧表を作成し、啓発用のポスターであった
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り、そんなものも作成した上で、商品券の発送ということで、大体今の予定でいきます

と、今年の３月中・下旬ぐらいには発送できるものと考えてございます。 

  その後、使用期限につきましては、令和８年の８月末を現在考えさせていただいてお

ります。その関係上、この補正予算可決後、一連の手続を進める中で、恐らく繰越しに

なってくる部分は、先ほど埴谷議員おっしゃられた換金の部分が恐らく繰り越す予定に

はなると考えてございます。 

  あと、２問目の商品券の使われ方で、生鮮食品の購入にも充てられるということで、

現在取扱店舗の募集は行う予定にはなってございます。その中で移動販売、町内で移動

販売を行っている業者さんにつきましても、できるだけ手を挙げていただけるような、

こちらからのアプローチというのはさせていただくような考えではございますが、最終

的には業者さんの判断にはなりますので、できる限り、こちらのほうでは努力はさせて

いただきたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

（総務課長 曲里充司 降壇） 

○議長（七良浴 光）    ６番、埴谷高夫議員。 

○６番（埴谷高夫）    公共交通の話ですけれども、議会の請願採択については条件

をしてないですよね。広くドアツードアも含めて町議会では検討してくださいという話

ですので、今、町の考えてらっしゃるのを、この間のみんなの要求の話で聞きますと、

ドアツードアとか、そういうのは考えてないっていうようなことが載ってたように思い

ます。ちょっと、間違いかも分かりませんけれども、ちらっと見ただけなんで。狭く捉

えて、こういう調査をしてもらいたくないっていうのが１つあります。やはり全ての選

択肢を狭めないで、調査をしてもらって、そして結論を出す場合にも、もう決まりまし

た、こう決まりましたっていうんじゃなしに、議会なり、また請願でそういう住民運動

の団体があるわけですから、そことも十分話合いを持ってもらって進めてもらえたらな

と私は思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。 

  それから、移動販売、本当にやってもらって、なるべく広く使えるようにしてもらい

たいと思います。これは要望です。 

  以上です。 

○議長（七良浴 光）    髙田企画管財課長。 

○企画管財課長（髙田真孝）    埴谷議員の再質疑にお答えさせていただきます。 
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  町といたしましては、この調査も含めて広く可能性を狭めることなく探っていきたい

というふうに考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（七良浴 光）    ほかに質疑ありませんか。 

  １１番、美濃良和議員。 

（１１番 美濃良和 登壇） 

○１１番（美濃良和）    若干お聞きしておきたいと思います。先ほど自治振興費の

中の委託料の９９万円について、埴谷議員の質疑に対して住民アンケートを取っていく

んだと、こういうふうに説明があったかというふうに思います。説明について、アンケ

ートについてはどのような内容っていうんですか、その辺はどのように取っていかれる

のか、お聞かせいただきたいと思います。 

  それから、今物価高騰で大変困ってるわけでございまして、少しでも早く、３月下旬

には配布ができるということだったので、若干、年度末にということで、お金が要る家

庭も多いかというふうに思いますので、そういう説明があったので、若干安心したんで

すけれども、少しでも早く、やっぱり年度末ということを考えてやっていただきたいと

いうことと、それから、もう１点は、商品券っていうのは、ともすれば、高齢者の多い

町で、置いといて、この期限が切れておったと、こういうふうな家庭もあるかというふ

うに聞きます。そういうことで、せっかく町のそういう施策が活用されなかったという

ことになったら、大変心配でございます。その辺のところの対策についてはどのように

お考えになっているんでしょうか。 

（１１番 美濃良和 降壇） 

○議長（七良浴 光）    髙田企画管財課長。 

（企画管財課長 髙田真孝 登壇） 

○企画管財課長（髙田真孝）    私のほうからは、美濃議員の質疑にお答えさせてい

ただきます。 

  アンケート内容ということで、アンケートの内容、アンケートの方法ということでの

質疑だと思います。これにつきましては、調査方法につきましては郵送を使って配布し、

回収するという方法を取りたいと考えております。 

  それと、アンケート内容につきましては、まだ決まってはおりません。これから調査

を委託する事業者と協議しながら、より明確に分析できる質問事項を考えて作成してい
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きたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

（企画管財課長 髙田真孝 降壇） 

○議長（七良浴 光）    曲里総務課長。 

（総務課長 曲里充司 登壇） 

○総務課長（曲里充司）    まず、１点目の商品券の配布の時期でございます。 

  先ほど埴谷議員の質疑にもお答えはさせていただきましたが、できるだけ一日も早く

お届けできるように努めてまいりたいと考えてございます。 

  それから、商品券の期限切れの件でございますが、できるだけ、せっかくの商品券で

すので、皆さんに全てお使いいただけるような、周知の仕方というのは、工夫はさせて

いただきたいなとは考えてございます。 

  例えば、取扱店舗でのポスターの掲示で、ちゃんと期限を明示するとか、あと広報紙

でも使用期限が近づいているというような形での周知の仕方を現在は検討させていただ

いているというところでございます。 

  以上でございます。 

（総務課長 曲里充司 降壇） 

○議長（七良浴 光）    １１番、美濃良和議員。 

○１１番（美濃良和）    自治振興費の公共交通体系の整備について、できるだけ住

民の皆さん方の内容を把握してもらいたいと思います。本当にだんだんと高齢化して、

動ける範囲が本当に狭くなってきていると。そういう方々がどのように感じられている

のか、その辺の把握も十分に、当然考えていただいてると思うんですけれども、よろし

くお願いしたいと思います。 

  それから期限切れの問題ですけれども、課長さん言われるように、周知、ポスター等

で早く使わないとというふうなことも大事でしょうけれど、中には認知症とか、そうい

うふうな御家庭もあるかというふうに思うんです。そういうふうな方々が、後から出て

きて、もったいないことしたとか、そういうことにもなるやもしれません。その辺のと

ころについてはどうでしょうか。 

○議長（七良浴 光）    曲里総務課長。 

○総務課長（曲里充司）    個々それぞれ事情があるとは思っております。それぞれ

全てのことについて対応というのはなかなか難しいことにはなりますが、その方に関わ
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る方々に対して、また周知を行って、その方がまたその方に伝えるというような形でも

考えられておりますので、そこら辺、できるだけこちらのほうでは周知っていうことで

徹底はさせていただきたいと考えてございます。 

○議長（七良浴 光）    ほかに質疑ありませんか。 

  ４番、藤井基彰議員。 

（４番 藤井基彰 登壇） 

○４番（藤井基彰）    少し確認したいのでお願いします。 

  まず、今回の商品券ということですけども、物価高騰対策ということで商品券という

ことなんですけども、一般的家庭の物価高騰に対しては、皆さん生活に直結する食品

等々が高い、そのため何とかお願いしたいなっていうのが大きな意見だと思います。そ

んな中で、いつも聞かれるんですけど、若い家庭ではどうしても商品券は使いづらいっ

ていう点があると聞きます。今回、商品券別に問題があるとかいうんではないんですけ

ども、商品券になった経緯、現金で支給という方法はなかったのか、その点だけお願い

したいと思うんです。 

  もう一つは児童に対して２万円ということですけれども、これも先ほど皆さんおっし

ゃるように、いつぐらいにその家庭に手元に入るのか。３月末とか４月初めはいろんな

費用が、こどもさんの費用がかかると思います。それに十分間に合うのかっていうのを

確認したいと思います。 

  以上、２点よろしくお願いします。 

（４番 藤井基彰 降壇） 

○議長（七良浴 光）    曲里総務課長。 

（総務課長 曲里充司 登壇） 

○総務課長（曲里充司）    藤井議員の商品券の関係の質疑ですが、今回、商品券に

至った理由としましては、もちろん町民の生活を支援するというのが大前提にございま

す。消費を確実に地域内に循環させる。それから物価高騰の影響を受けた地元事業者へ

の下支えにもなるという、そのような点で今回、商品券の発行ということで提案をさせ

ていただいたということでございます。 

  以上でございます。 

（総務課長 曲里充司 降壇） 

○議長（七良浴 光）    黒﨑子育て推進課長。 
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（子育て推進課長 黒﨑智帆 登壇） 

○子育て推進課長（黒﨑智帆）    私からは、藤井議員の御質疑、物価高対応子育て

応援手当の支給について、いつぐらいにそれが振り込まれるかという御質疑だったかと

思いますが、その振込方法について３つのパターンがございます。従来からの町からの

児童手当受給者の方には、今までのその児童手当の支給情報を活用しまして、この後、

いろいろその案内通知をしないといけない、全員に案内通知をしないとということがあ

りまして、その後、受給拒否という方も、こちらで把握する必要があるということで、

そういう期間を含めて、２月２０日には支払いを予定としております。 

  そして、新たにこの事業に関しましては、令和８年３月末までの出生の方を対象とし

ておりますので、その方々には出生届出時に御申請をいただいて随時速やかに支払いを

させていただきたいというふうに考えております。 

  また、公務員の方はもともと所属庁のほうで支給、児童手当の支給をしておりますの

で、こちらのほうへ申請いただいて、こちらのほうを確認した上で支払いをさせていた

だくっていう手続処理がございますので、公務員の方には少々ちょっと後になってしま

うんですが、３月中というふうに考えております。 

  以上でございます。 

（子育て推進課長 黒﨑智帆 降壇） 

○議長（七良浴 光）    ４番、藤井基彰議員。 

○４番（藤井基彰）    児童手当の件はよく分かりました。ありがとうございます。 

  商品券のことで１点だけ、すみません。地域のほうでお金を循環する、当然いいこと

だと思います。ただ、一度、今度各家庭に消費動向なんかも、アンケートでも取られて、

それで有効的なまた活用も考えてみてはどうかと思います。この提案で、返答も何も結

構です。 

  以上です。 

○議長（七良浴 光）    ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（七良浴 光）    これで、質疑を終わります。 

  これから議案第１号に対し討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（七良浴 光）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（七良浴 光）    これで討論を終わります。 

  これから議案第１号を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（七良浴 光）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

◎日程第５ 議案第２号 令和７年度紀美野町東部簡易水道事業会計補正予算（第３号） 

            について 

◎日程第６ 議案第３号 令和７年度紀美野町西部簡易水道事業会計補正予算（第３号） 

            について 

○議長（七良浴 光）    日程第５、議案第２号、令和７年度紀美野町東部簡易水道

事業会計補正予算（第３号）について及び日程第６、議案第３号、令和７年度紀美野町

西部簡易水道事業会計補正予算（第３号）について、一括議題とします。 

  説明を求めます。 

  長生水道課長。 

（水道課長 長生正信 登壇） 

○水道課長（長生正信）    それでは東部簡易水道事業会計補正予算（第３号）につ

いて御説明させていただきます。 

  議案書の５ページをお開きください。 

  お手数ですが、予算に関する説明書の６ページ、実施計画明細書を併せて御覧いただ

きたく存じます。説明資料は５ページでございます。 

  議案第２号、令和７年度紀美野町東部簡易水道事業会計補正予算（第３号）。 

  今回の補正は、長引く物価高騰で影響を受けている一般家庭や民間事業者の皆様方の

経済的負担を少しでも軽減するため、臨時交付金を活用し、水道基本料金の減免を行う

ためのものでございます。 

  住民の皆様方に少しでも早く対応いたしたく、令和８年３月請求分から令和８年８月

請求分までの６か月間、減免を実施したいと考えております。 

  令和７年度では１か月分となりますが、令和８年当初予算でも継続して実施したいと
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考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  第１条は総則でございます。 

  第２条、収益的収入の補正。 

  第１款水道事業収益の総額には変更ございません。 

  第１項営業収益で減免対象水栓２,２６０件の１か月の基本料金減免分３１７万９,０

００円を減額し、７,４０９万９,０００円に。 

  第２項営業外収益は３目１節一般会計補助金で、減免による減収分の補塡として３１

７万９,０００円増額し、１億４,０６８万３,０００円とするものでございます。 

  第３条は、他会計からの補助金として、一般会計補助金を３１７万９,０００円増額

し、４,２４５万４,０００円に改めるものでございます。 

                  令和８年１月１６日提出 紀美野町長 小川裕康 

  以上、簡単ではございますが、令和７年度紀美野町東部簡易水道事業会計補正予算

（第３号）の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

  続きまして、西部簡易水道事業会計補正予算（第３号）について御説明させていただ

きます。 

  議案書の７ページをお開きください。 

  お手数ですが予算に関する説明書の８ページ、実施計画明細書を併せて御覧いただき

たく存じます。説明資料は６ページでございます。 

  議案第３号、令和７年度紀美野町西部簡易水道事業会計補正予算（第３号）。 

  西部簡易水道につきましても、東部簡易水道と同様に、水道基本料金の減免を行うた

めの補正予算となります。 

  第１条は総則でございます。 

  第２条、収益的収入の補正。 

  第１款水道事業収益の総額には変更ございません。 

  第１項営業収益で減免対象水栓２,２００件の１か月の基本料金減免分３１４万６,０

００円を減額し、７,４３３万２,０００円に。 

  第２項営業外収益は３目１節一般会計補助金で、減免による減収分の補塡として３１

４万６,０００円増額し、３,０１４万８,０００円とするものでございます。 

  第３条は、他会計からの補助金として、一般会計補助金を３１４万６,０００円増額

し、２,５９０万６,０００円に改めるものでございます。 
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                  令和８年１月１６日提出 紀美野町長 小川裕康 

  以上、簡単ではございますが、令和７年度紀美野町西部簡易水道事業会計補正予算

（第３号）の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

（水道課長 長生正信 降壇） 

○議長（七良浴 光）    ただいま一括議題としております２つの議案については、

それぞれ区分して質疑等を行いますので、御了承願います。 

  それでは議案第２号に対し、質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（七良浴 光）    これで、質疑を終わります。 

  これから議案第２号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（七良浴 光）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（七良浴 光）    これで討論を終わります。 

  これから議案第２号を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（七良浴 光）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第３号に対し、質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（七良浴 光）    これで、質疑を終わります。 

  これから議案第３号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（七良浴 光）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（七良浴 光）    これで討論を終わります。 

  これから議案第３号を採決します。 



－１８－ 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（七良浴 光）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第７ 議員派遣の件 

○議長（七良浴 光）    日程第７、議員派遣の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  議員の派遣については、お手元に配付のとおり、派遣することにいたしたいと思いま

す。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（七良浴 光）    異議なしと認めます。 

  したがって、議員派遣の件については、お手元に配付のとおり、派遣することに決定

しました。 

◎日程第８ 閉会中の継続調査の申し出について 

○議長（七良浴 光）    日程第５、閉会中の継続調査の申し出について議題としま

す。 

  議会運営委員会の委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付のと

おり閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。 

  委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（七良浴 光）    異議なしと認めます。 

  したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

◎閉 会 

○議長（七良浴 光）    会議を閉じます。 

  令和８年第１回紀美野町議会臨時会を閉会します。 

（午前 ９時４８分） 



－１９－ 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 令和８年１月１６日 

                   

議  長  七良浴   光 

 

議  員  向井中 洋 二 

 

議  員  伊 都 堅 仁 


